
2022 年度 S セメスター定期試験 
代替措置（追試験）の実施について 

 

 S セメスター定期試験（7 月 15 日～8 月 1 日）において、2022
年 7 月 7 日付け掲示「コロナ罹患等による代替措置の対象とす
る事由」のいずれかに該当するものとして、定期試験の代替措
置を希望する者は、原則として 8 月 31 日、9 月 1 日、2 日に実
施する追試験を受験するものとする。 
※具体的な時間割は、追試験の受付期間終了後に通知する。 
 

代替措置の対象事由に該当する者については、追試験実施規
則（法学部便覧 p.206）は適用されない。すなわち、追試験の対
象者、対象科目、科目数上限等の制限を受けない。 
 

代替措置としての追試験の受験を希望する者は、次ページの 

「2022年度 Sセメスター定期試験代替措置申請及び受験
科目届」を印刷・記入のうえ、下記期間内に学部チーム窓口へ

提出すること。 

※学部チーム窓口でも用紙は用意している。 

 なお、予め学部チーム宛に連絡を行った者についても、この

代替措置申請及び受験科目届の提出が無い場合には、追試験の

受験を認めないため注意すること。 

また、事前に学部チームから指示を受けている確認書類につ

いても併せて持参し提出すること。 

 

記 

受付期間（用紙配付もこの期間中に行う） 

  ：8 月 17 日（水）～8 月 19 日（金） 
 

なお、以下の場合に該当する者は、代替措置の受付期間を待

たずに至急学部チームまで申し出ること。 
・代替措置の対象事由に該当するため欠席した試験科目があり、代替措

置の希望について学部チームに全く連絡をしていない者 

 
※通常の追試験の申請については同日付けの別掲示を参照すること。 

 

２０２２年８月４日   法学部 

https://www.j.u-tokyo.ac.jp/undergraduate/wp-content/uploads/sites/16/2022/07/20220707_shiken_daitaisochi.pdf
https://www.j.u-tokyo.ac.jp/undergraduate/wp-content/uploads/sites/16/2022/07/20220707_shiken_daitaisochi.pdf


2022年度 Sセメスター定期試験代替措置申請及び受験科目届 

2022年  月  日申請 

東京大学法学部長 殿 

 

 私は、2022年度 Sセメスター定期試験代替措置として、下記の科目を受験したいので申請します。 

学生証番号※ 類 氏  名 
連絡先 

（携帯電話等） 
E-mail 

01-       第  類   
 

 

単位数： 現在    単位（法学部生のみ） 

代替措置受験希望科目： 

時間割コード 科目名（単位数） 担当教員名 

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

0 1 2 2     （  ）  

※本申請書と併せて、予め指示されている確認書類を提出すること。 

 

上記はすべて、受験希望者本人が記入すること。 

【注意事項】 

１．代替措置を申請できるのは、定期試験を行った科目のみである。 

２．科目数の制限はない。 

※受験可否は、8月 25日（木）以降、個別に通知する。万が一、申請後に受験を辞退する場合は必ず申

し出ること。 

   

成績原簿の確認 
代替措置申し込みの

可否 
不可の場合の理由 

済 可 ・ 不可 
 

 

備考： 受付担当者： 

確 認 者： 

 

※新型コロナウイルス感染症への罹患・濃厚接触・副反応などによる代替措置用 


